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令和7年11月 

愛読者各位 

株式会社日本法令 出版部 

『７年版 年末調整の仕方と１月の源泉徴収事務』 

お詫びと訂正 

下記の通り、本書中に誤りの箇所がございました。 

訂正いたしますとともに、みなさまに謹んでお詫び申し上げます。 

記 

■32ページ（表内） 

[誤] 最高 480,000万円（次表を参照） 

[正] 最高 950,000万円（次表を参照） 
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■126ページ（下から５行目） 

[誤] ② 居住者の特定親族に該当する親族が他の居住者の配属者特定控除の対象となる配偶者にも該 

[正] ② 居住者の特定親族に該当する親族が他の居住者の配属者特別控除の対象となる配偶者にも該 

 

■201ページ（計算例内） 

[誤] 15,540 

[正] 15,450 
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■220ページ（設例、計算例） 

 
 

[加筆訂正]  

（※）11 月 30 日までに死亡した人は、死亡時に旧法を適用して年末調整をし、４か月以内に準確定申告をし

て新旧の税額を精算しますが、本事例では４か月後も 10月中のため、準確定申告も旧法適用となりますの

で、後日、更正の請求をして新法による税額との差額を還付してもらうことになります。 
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■222ページ（設例、計算例） 

 
 

[加筆訂正]  

（※）11 月 30 日までに出国して非居住者となった場合は、旧法適用の年末調整を行うのが正しい処理となり

ます。 
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■267ページ（「控除対象扶養親族等」欄） 

[誤] （居住者は 00，ただし書面で提出する場合は空欄） 

[誤] また，控除対象扶養親族が非居住者である場合には，区分の欄に「○」と記載します。 

[正] （区分の欄は，居住者は 00，ただし書面で提出する場合は空欄） 

[正] また，控除対象扶養親族が非居住者である場合には，区分の欄に次の通り記載します。 
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■271ページ 

  

１ 

410,000 

680,000 

40 

アトウ ツギオ 

阿藤 次男 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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■273ページ 
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以上 


